
Ⅱ　違反発見状況

1　違反条項別、食品分類別違反数

(1)　総数 (2)　国産品

総数 法6条 法12条 法13条 法18条 表示法5条 総数 法6条 法12条 法13条 法18条 表示法5条

27 0 4 16 0 7 9 0 0 6 0 3

2 - - 1 - 1 2 - - 1 - 1

魚 介 類 1 - - 1 - - 魚 介 類 1 0 0 1 0 0

魚 介 類 加 工 品 1 - - - - 1 魚 介 類 加 工 品 1 0 0 0 0 1

2 - - 2 - - 1 - - 1 - -

無 加 熱 摂 取 1 - - 1 - - 無 加 熱 摂 取 - 0 0 0 0 0

凍 結 前 加 熱 済 ・ 加 熱 後 摂 取 - - - - - - 凍結前加熱済 ・加熱後摂取 - 0 0 0 0 0

凍 結 前 未 加 熱 ・ 加 熱 後 摂 取 - - - - - - 凍結前未加熱 ・加熱後摂取 - 0 0 0 0 0

生 食 用 冷 凍 鮮 魚 介 類 1 - - 1 - - 生 食 用 冷 凍 鮮 魚 介 類 1 0 0 1 0 0

- - - - - - - 0 0 0 0 0

1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

牛 乳 ・ 加 工 乳 ・ そ の 他 の 乳 - - - - - - 牛乳・加工乳・その他の乳 - 0 0 0 0 0

乳 製 品 - - - - - - 乳 製 品 - 0 0 0 0 0

乳 類 加 工 品 - - - - - - 乳 類 加 工 品 - 0 0 0 0 0

ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓 1 - - 1 - - ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓 1 0 0 1 0 0

9 - - 9 - - - - - - - -

穀 類 及 び そ の 加 工 品 - - - - - - 穀 類 及 び そ の 加 工 品 - 0 0 0 0 0

野菜類・果物及びその加工品 9 - - 9 - - 野菜類・果物及びその加工品 - 0 0 0 0 0

10 - 4 3 - 3 5 0 0 3 0 2

1 - - - - 1 - - - - - -

清 涼 飲 料 水 1 - - - - 1 清 涼 飲 料 水 - 0 0 0 0 0

酒 精 飲 料 - - - - - - 酒 精 飲 料 - 0 0 0 0 0

氷 雪 - - - - - - 氷 雪 - 0 0 0 0 0

水 - - - - - - 水 - 0 0 0 0 0

2 - - - - 2 - - - - - -

缶 詰 ・ び ん 詰 - - - - - - 缶 詰 ・ び ん 詰 - 0 0 0 0 0

調 味 料 1 - - - - 1 調 味 料 - 0 0 0 0 0

そ う ざ い 類 及 び そ の 半 製 品 - - - - - - そうざい類及びその半製品 - 0 0 0 0 0

上 記 以 外 の 食 品 1 - - - - 1 上 記 以 外 の 食 品 - 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

別表第1の添加物及びその製剤 - - - - - - 別表第1の添加物及びその製剤 - 0 0 0 0 0

そ の 他 の 添 加 物 - - - - - - そ の 他 の 添 加 物 - 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

器 具 及 び 容 器 包 装 - - - - - - 器 具 及 び 容 器 包 装 - 0 0 0 0 0

お も ち ゃ - - - - - - お も ち ゃ - 0 0 0 0 0

内
訳

器 具 及 び 容 器 包 装 、 お も ち ゃ

内
訳

違 反 条 項 違 反 数

内
訳

冷 凍 食 品

内
訳

肉 ・ 卵 類 及 び そ の 加 工 品

飲 料 ・ 氷 雪 ・ 水

内
訳

菓 子 類

内
訳

そ の 他 の 食 品

乳 ・ 乳 製 品

内
訳

農 産 物 等 及 び そ の 加 工 品

添 加 物

内
訳

農 産 物 等 及 び そ の 加 工 品

内
訳

添 加 物

内
訳

器 具 及 び 容 器 包 装 、 お も ち ゃ

内
訳

食 品 分 類

合 計

魚 介 類 及 び そ の 加 工 品

内
訳

菓 子 類

飲 料 ・ 氷 雪 ・ 水

内
訳

そ の 他 の 食 品

内
訳

冷 凍 食 品

内
訳

肉 ・ 卵 類 及 び そ の 加 工 品

乳 ・ 乳 製 品

内
訳

違 反 条 項 違 反 数

食 品 分 類

合 計

魚 介 類 及 び そ の 加 工 品
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(3)　輸入品

総数 法6条 法12条 法13条 法18条 表示法5条

18 0 4 10 0 4

- - - - - -

魚 介 類 - 0 0 0 0 0

魚 介 類 加 工 品 - 0 0 0 0 0

1 - - 1 - -

無 加 熱 摂 取 1 0 0 1 0 0

凍結前加熱済 ・加熱後摂取 - 0 0 0 0 0

凍結前未加熱 ・加熱後摂取 - 0 0 0 0 0

生 食 用 冷 凍 鮮 魚 介 類 - 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0

- - - - - -

牛乳・加工乳・その他の乳 - 0 0 0 0 0

乳 製 品 - 0 0 0 0 0

乳 類 加 工 品 - 0 0 0 0 0

ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓 - 0 0 0 0 0

9 - - 9 - -

穀 類 及 び そ の 加 工 品 - 0 0 0 0 0

野菜類・果物及びその加工品 9 0 0 9 0 0

5 0 4 0 0 1

1 - - - - 1

清 涼 飲 料 水 1 0 0 0 0 1

酒 精 飲 料 - 0 0 0 0 0

氷 雪 - 0 0 0 0 0

水 - 0 0 0 0 0

2 - - - - 2

缶 詰 ・ び ん 詰 - 0 0 0 0 0

調 味 料 1 0 0 0 0 1

そうざい類及びその半製品 - 0 0 0 0 0

上 記 以 外 の 食 品 1 0 0 0 0 1

- - - - - -

別表第1の添加物及びその製剤 - 0 0 0 0 0

そ の 他 の 添 加 物 - 0 0 0 0 0

- - - - - -

器 具 及 び 容 器 包 装 - 0 0 0 0 0

お も ち ゃ - 0 0 0 0 0

添 加 物

内
訳

器 具 及 び 容 器 包 装 、 お も ち ゃ

内
訳

内
訳

菓 子 類

飲 料 ・ 氷 雪 ・ 水

内
訳

内
訳

そ の 他 の 食 品

違 反 数

食 品 分 類

合 計

魚 介 類 及 び そ の 加 工 品

内
訳

冷 凍 食 品

違 反 条 項

内
訳

肉 ・ 卵 類 及 び そ の 加 工 品

乳 ・ 乳 製 品

内
訳

農 産 物 等 及 び そ の 加 工 品
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Ⅱ　違反発見状況

2　違反条項別違反内容

(1) 食品衛生法第12条違反

違反内容 分類 一般名称 検査結果 原産国

ビスケット※１ TBHQ 0.014g/kg 検出 パキスタン

ビスケット TBHQ 0.009g/kg 検出 インド

ウエハース TBHQ 0.006g/kg 検出 フィリピン

ビスケット TBHQ 0.012g/kg 検出 インド

(2) 食品衛生法第13条第2項違反

違反内容 分類 一般名称 検査結果 原産国

魚介類 生食用殻付かき E.coli 最確数 490/100g 検出 日本

生食用冷凍鮮魚介類 サーモン刺身 大腸菌群陽性 日本

アイスクリーム類・氷菓 アイスクリーム 大腸菌群陽性 日本

野菜類・果物及びその加工品 緑豆 ピリミホスメチル 0.19ppm 検出 インド

野菜類・果物及びその加工品 ひよこ豆 クロルプロファム 0.02ppm 検出 インド

野菜類・果物及びその加工品 根生姜 クロチアニジン 0.10ppm 検出 中国

野菜類・果物及びその加工品 生姜 クロチアニジン 0.04ppm 検出 中国

野菜類・果物及びその加工品 スナップエンドウ※２ プロピコナゾール 0.11ppm 検出 タイ

野菜類・果物及びその加工品 緑豆 チアメトキサム 0.14ppm 検出 タイ

菓子類 もなか※３ ソルビン酸カリウム 0.31g/kg 検出 日本

菓子類 もなか※４ ソルビン酸カリウム 0.29g/kg 検出 日本

菓子類 栗甘露煮 ソルビン酸カリウム 0.90g/kg 検出 日本

(3) 食品衛生法第13条第3項違反

違反内容 分類 一般名称 検査結果 原産国

無加熱摂取冷凍食品 ラズベリーピューレ トリフロキシストロビン 0.02ppm 検出 フランス

きぬさや ジニコナゾール 0.13ppm 検出 中国

スナップエンドウ※２ ジニコナゾール 0.04ppm 検出 タイ

きぬさや ヘキサコナゾール 0.38ppm 検出 中国

野菜類・果物及びその加工品

指定外添加物検出 菓子類

成分規格違反

添加物の対象外使用

農薬の一律基準違反
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(4) 食品表示法第5条違反

違反内容 分類 一般名称 検査結果 原産国

魚介類加工品 かたくち煮干し BHA 0.04g/kg 検出 日本

菓子類 ビスケット※１ BHT及びBHA 検出 パキスタン

菓子類 もなか※３ ソルビン酸カリウム 0.31g/kg 検出 日本

菓子類 もなか※４ ソルビン酸カリウム 0.29g/kg 検出 日本

清涼飲料水 果実飲料 食用青色1号検出 ベトナム

調味料 たれ ソルビン酸 0.28g/kg 検出 フィリピン

その他の食品 ミネラル含有加工食品 グリチルリチン酸 0.14g/kg 検出 アメリカ

注）※１ ※２ ※３ ※４　同じ数字が同一検体であることを示す

添加物表示なし
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Ⅱ　違反発見状況

3　食品分類別違反内容

(1) 魚介類及びその加工品

ア　国産品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体

魚介類 生食用殻付かき
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 E.coli 最確数 490/100g 検出
原材料及び殻の洗浄不良、原材料に対する換水量の不足、浄化に使用する海
水の殺菌不良並びに浄化に使用する水槽の清掃不良による可能性が考えられ
る。

答申書徴取
加工者を所轄する自治体へ通報

市場衛生検査所

魚介類加工品 かたくち煮干し 食品表示法第5条 添加物表示なし BHA 0.04g/kg 検出
原料煮干の製造者はBHAが含まれていることを把握していたが、原料在庫管理
用データベースの記録が漏れ、小分け業者へ伝達が漏れてしまったため。

答申書徴取
製造者を所轄する自治体へ通報

健康安全研究セン
ター

イ　輸入品

該当なし

(2) 冷凍食品

ア　国産品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体

生食用冷凍鮮魚介
類

サーモン刺身
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 大腸菌群陽性
原材料に対する洗浄が不十分であった可能性、また従業員の手指や調理器具
を介した二次汚染の可能性が考えられる。

再収去し大腸菌群陰性を確認
顛末書を徴取

江戸川区

イ　輸入品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体 原産国

無加熱摂取冷凍食
品

ラズベリーピューレ
食品衛生法第13条
第3項

農薬の一律基準
違反

トリフロキシストロビン 0.02ppm
検出

調査中 輸入者を所轄する自治体へ通報
健康安全研究セン
ター

フランス

(3) 肉・卵類及びその加工品

該当なし
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(4) 乳・乳製品

ア　国産品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体

アイスクリーム 抹茶アイスクリーム
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 大腸菌群陽性 器具類の消毒不足及び作業環境からの二次汚染と考えられる。 始末書徴取 大田区

イ　輸入品

該当なし

(5) 野菜類・果物及びその加工品

ア　国産品

該当なし

イ　輸入品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体 原産国

野菜類・果物及び
その加工品

緑豆
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 ピリミホスメチル 0.19ppm 検出
原材料の緑豆は、インドの加工者が現地の市場から仕入れたもので、生産農家
は特定できず、ピリミホスメチルの使用実態を把握できなかったが、基準値を超
える緑豆が原材料に使用されたものと考えられた。

輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

インド

野菜類・果物及び
その加工品

ひよこ豆
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 クロルプロファム 0.02ppm 検出
原材料のひよこ豆は、インドの加工者が現地の市場から仕入れたもので、生産
農家は特定できず、クロルプロファムの使用実態を把握できなかったが、基準値
を超えるひよこ豆が原材料に使用されたものと考えられた。

輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

インド

野菜類・果物及び
その加工品

根生姜
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 クロチアニジン 0.10ppm 検出 調査中
輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

中国

野菜類・果物及び
その加工品

きぬさや
食品衛生法第13条
第3項

農薬の一律基準
違反

ジニコナゾール 0.13ppm 検出
当該品を栽培した農園では当該農薬を使用していなかったが、洪水被害を受
けた際に近隣農園で使用していた農薬の汚染を受けた可能性がある。

輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

中国

野菜類・果物及び
その加工品

生姜
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 クロチアニジン 0.04ppm 検出 調査中
輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

中国

食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反
プロピコナゾール 0.11ppm 検
出

食品衛生法第13条
第3項

農薬の一律基準
違反

ジニコナゾール 0.04ppm 検出

野菜類・果物及び
その加工品

緑豆
食品衛生法第13条
第2項

成分規格違反 チアメトキサム 0.14ppm 検出
生産地では、農薬は目分量で計量して希釈しており、メーカーの推奨する濃度
を超えていた可能性がある。また、タイのメーカーが推奨する濃度は日本のメー
カーの推奨する2倍の濃度であった。

輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

タイ

野菜類・果物及び
その加工品

きぬさや
食品衛生法第13条
第3項

農薬の一律基準
違反

ヘキサコナゾール 0.38ppm 検
出

調査中
輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

中国

生産地では、スナップエンドウの収穫時期に、近隣の野菜畑で散布された農薬
が、風などによってドリフト（散布時に農薬が意図せず周囲に飛び散ること）した
ことが原因と考えられる。

輸入者を所轄する自治体へ通報
答申書徴取

健康安全研究セン
ター

タイ
野菜類・果物及び
その加工品

スナップエンドウ
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(6) 菓子類

ア　国産品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体

食品衛生法第13条
第2項

添加物の使用基
準違反

ソルビン酸カリウム 0.31g/kg 検
出

食品添加物の使用基準に対する認識不足（対象食品、使用限度量）の不足

食品表示法第5条 添加物表示なし
ソルビン酸カリウム 0.31g/kg 検
出

食品表示に対する知識の不足

食品衛生法第13条
第2項

添加物の使用基
準違反

ソルビン酸カリウム 0.29g/kg 検
出

食品添加物の使用基準に対する認識不足（対象食品、使用限度量）の不足

食品表示法第5条 添加物表示なし
ソルビン酸カリウム 0.29g/kg 検
出

食品表示に対する知識の不足

菓子類 栗甘露煮
食品衛生法第13条
第2項

添加物の使用基
準違反

ソルビン酸カリウム 0.90g/kg 検
出

食品添加物の使用基準に対する認識不足（対象食品、使用限度量）の不足 顛末書徴取 足立区

イ　輸入品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体 原産国

食品衛生法第12条
指定外添加物検
出

TBHQ 0.014g/kg 検出 調査中

食品表示法第5条 添加物表示なし BHT及びBHA 検出 調査中

菓子類 ビスケット 食品衛生法第12条
指定外添加物検
出

TBHQ 0.009g/kg 検出 調査中 輸入者を所轄する自治体へ通報 新宿区 インド

菓子類 ウエハース 食品衛生法第12条
指定外添加物検
出

TBHQ 0.006g/kg 検出
クッキー生地で挟むクリームの製造を別会社に委託しており、そのクリームに
TBHQが使用されていたことを製造者が把握していなかった。

販売禁止命令 墨田区 フィリピン

菓子類 ビスケット 食品衛生法第12条
指定外添加物検
出

TBHQ 0.012g/kg 検出 調査中 輸入者を所轄する自治体へ通報 江戸川区 インド

(7) 飲料・氷雪・水

ア　国産品

該当なし

イ　輸入品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体 原産国

清涼飲料水 果実飲料 食品表示法第5条 添加物表示なし 食用青色1号検出 輸入後、販売前に食品表示について確認を怠ったため。
輸入者を所轄する自治体へ通報
改善報告書徴取

江戸川区 ベトナム

(8) その他の食品

ア　国産品

該当なし

足立区

菓子類 ビスケット 新宿区 パキスタン

顛末書徴取

輸入者を所轄する自治体へ通報

足立区顛末書徴取菓子類 もなか

菓子類 もなか

令和６年度　食品衛生関係違反処理集計表



イ　輸入品

分類 一般名称 違反条項 違反内容 検査結果 違反原因 措置 発見自治体 原産国

調味料 たれ 食品表示法第5条 添加物表示なし ソルビン酸 0.28g/kg 検出
コロナ禍をきっかけに、当該食品の輸入に代理店が介するようになり、現地製造
者と直接連絡が取りづらくなった。そのため、ソルビン酸使用の旨が輸入者へ伝
えられず、輸入者の方でも確認が不十分であったため。

輸入者を所轄する自治体へ通報 大田区 フィリピン

その他の食品
ミネラル含有加工食
品

食品表示法第5条 添加物表示なし
グリチルリチン酸 0.14g/kg 検
出

当該品に使用されていた天然香料にカンゾウ抽出物が含まれており、当該抽出
物由来のグリチルリチン酸が、味の調整（甘味）を目的として使用されていたこと
が確認された。

輸入者を所轄する自治体へ通報
健康安全研究セン
ター

アメリカ

(9) 添加物

該当なし

(10) 器具及び容器包装、おもちゃ

該当なし

令和６年度　食品衛生関係違反処理集計表


